
情報処理センター
◇運搬・処分終了の通知 ◇報告期限超過情報の通知 ◇マニフェスト情報の保存・管理 ◇登録・報告内容の都道府県・政令市への報告

 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）を処理業者（収集運搬業者及び処分業者）に交
付し、処理終了後、処理業者からその旨を記載した紙マニフェストの写しの送付を受ける。

 これにより、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について、排出から最終処分までの流れを一貫して把握・管理することで不法投棄
を防止し、排出事業者としての処理責任を果たすための制度。

 電子マニフェストは、紙マニフェストの記載内容を電子データ化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の３者が情報処理センター
を介したネットワーク上でやりとりする仕組み。

 電子マニフェストの登録・報告を行うことにより、紙マニフェストの交付等に代えることができる。

産業廃棄物のマニフェスト制度の概要
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●都道府県・政令市の監視業務等の合理化 ●排出事業者及び処理業者の事務の効率化（労務削減）

●廃棄物処理システムの透明化（偽造しにくい） ●不適正処理の原因究明の迅速化
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